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令和８年度 

大東市奨学生志望のしおり 

 

大東市教育委員会 

 大東市奨学金制度は、高等学校や大学等において修学する志望をもちながら、経済

的理由により修学が困難な者に対して学資の貸し付けを行い、教育の機会均等を図る

とともに、社会有用の人材の育成を目的としています。 

 奨学金は学資として無利子で貸与するもので、卒業後必ず返還しなければなりませ

ん。返還された奨学金は、直ちにその年の後輩に貸し付けされます。 

 
１．出願資格 
（１） 大東市に１年以上住所を有する方が保護する者で、学校教育法（昭和 22 年

法律第 26 号）による高等学校（中等教育学校の後期課程または特別支援学校

の高等部を含む）・高等専門学校・専修学校（高等課程に限る）・各種学校（教

育委員会が規則で定めるもの）･短期大学･大学に進学するか、在学中であるこ

と（通信課程は除く）。 

（２） 経済的理由により修学が困難と認められる者であること。 

（３） 奨学生の保護者全員の所得金額が、別表１の選定基準額以下であること。 

選定基準額を超えていても、保護者の病気や会社都合による退職・休職等によ

り生活状況が著しく悪化した場合は、別途相談ください。 

また、世帯人員（奨学生、保護者および保護者の扶養家族をいう。）の中に、

別表２の特別事情に該当する者がいる場合、所得金額からその特別控除額を差

し引いた後の金額が選定基準額以下であれば該当します。 

（４） 大阪府育英会との併給を受けないこと。 
 
２．奨学生の義務 
（１） 奨学生は、毎学年 4 月に在学証明書を提出しなければなりません。 

（２） 貸付期間中および貸付終了後の返還期間内に、本人・保護者・連帯保証人の

住所等に変更のあった場合は速やかに報告しなければなりません。 

（３） 貸付終了時には、大東市教育委員会の指示に従い、「奨学金返還計画書」お

よび「奨学金借用証書」を提出しなければなりません。奨学金は、貸付終了後

10 年を限度として返還していただきます（返還計画については、別表３を参

照。）。 

（４） 奨学金の返還を正当な理由なく怠った時は、延滞金（年利 5％）が課せられ

ます。ただし、災害や疾病等により返還が困難になったときは、定められた手
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※マイナンバーに関する注意点 

   提出していただく住民票や市・府民税決定証明書にマイナンバーは不要

です。マイナンバーが付いた書類は受理できませんので、必ずマイナン

バーを除いた書類を提出してください（各書類を市役所の窓口で請求す

る際に、「マイナンバーはいりません。」と伝えてください。）。 

 

続きをすれば、一定期間返還を猶予されます。 

３．貸付金額及び貸付期間 
（１）貸付金額 

区 分 

種 類 

備 考 修 学 金 入 学 一 時 金 

(月額) 公 立 私 立 

高 等 学 校 6,000 円 10,000 円 70,000 円 
高等専門学校、

専修学校を含む 

大 学 12,000 円 80,000 円 100,000 円 短期大学を含む 

 
（２）奨学金貸付期間…正規の最短修学年限 

 
４．募集期間 
   令和８年１月５日（月）～ 令和８年３月３１日（火）(土日祝日除く) 

 
５．出願手続 

志望者は、次の書類を下記提出先まで提出してください。 

（１）奨学生願書（様式第１号）…教育委員会学校管理課または大東市内の学校にあ

ります。 

   ※学校管理課での配布は令和８年１月５日からになります。 

（２）奨学生の世帯全員が記載されている住民票の写し（本籍地の記載があるもの）

（在留カード・特別永住者証明書、有効期間中の外国人登録証明書でも可） 

（３）連帯保証人の住民票の写し（本籍地の記載があるもの）（在留カード・特別永

住者証明書、有効期間中の外国人登録証明書でも可） 

   ※連帯保証人は世帯人員以外で成人の方を選んでください（連帯保証人の方に

電話等で確認させていただくことがあります。）。 

（４）令和７年度 市・府民税決定証明書（保護者全員分） 

   ※令和６年中の所得の記載がある証明書です。 

（５）身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が

世帯人員にいる場合は、願書にその旨を記載した上で、その手帳の写しを提出

してください。 
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６．採否決定 

 採否決定は、申請者に郵送にて通知します（１月、２月に申請された方は３月下

旬、３月に申請された方は４月下旬に通知予定。決定に関する電話でのお問合せに

はお答えできません。）。 

 
７．願書等の記入についての留意事項 
（１） 願書等の記入には黒のボールペンを使用し、氏名に必ずふりがなをつけてく

ださい。 

（２） 署名捺印が必要な箇所は、該当する方が各自で記入捺印してください。 

 

 

＜提出（問合せ）先＞ 

提出（問合せ）先  大東市教育委員会事務局 教育総務部学校管理課 

住  所      〒574-0076 大東市曙町 4 番６号 市民会館 5 階 

電話番号      072-870-9642（直通） 

ホームページ  （         で検索するか下記ＵＲＬを直接入力） 

http://www.city.daito.lg.jp/soshiki/45/1213.html 
大東市 奨学金 
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【別表１ 選定基準額】 

世帯人員 ２人 ３人 ４人 ５人 ６人 ７人 

所得金額 

（円） 
3,400,000 3,780,000 4,160,000 4,540,000 4,920,000 5,300,000 

注１ 所得金額  

保護者全員の総収入金額の合計額から、必要経費を差し引いた後の金額（給与所 

得者にあっては、給与所得控除後の金額）をいいます。 

注２ 世帯人員（奨学生、保護者および保護者の扶養家族のこと）の例 

父（保護者）・母（保護者）・兄・奨学生・弟の５人家族のうち、兄に所得があ

り被扶養者でない場合、父・母・奨学生・弟の４人が世帯人員となります。 
  
【別表２ 特別控除額】 

特 別 事 情 お よ び 特 別 控 除 額 

 

 

 

就学者 

（出願者含む） 

世帯人員の幼稚園（保育園）・小学校・中学校の園児・児童・生徒 

1 人につき 

                         60,000 円 

世帯人員の高等学校・高等専門学校（1･2･3 学年）・ 

専修学校（高等課程）の生徒 1 人につき 

                        120,000 円 

世帯人員の高等専門学校（4･5 学年）・（短期）大学・ 

専修学校（専門課程）の学生・生徒 1 人につき 

国公立   250,000 円 

私立      490,000 円 

 

長期療養者 

世帯人員に、前年中および今年中に１４日以上にわたり入院実績

のある方または手術を伴う入院をした方がいる場合 

                        270,000 円 

 

障害者 
世帯人員の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている方 1 人につき 

                        270,000 円 

【計算方法】 

（令和６年中の所得金額） （特別控除額）     （差引合計） 

   ①           ②           ③ 

            ―           ＝ 

          円            円           円 

（注）計算した③の金額が、別表１の選定基準額以下になるか確認してください。 
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【別表３ 奨学金返還例】 

貸  付  総  額 月  賦 回            数 

公立高校に進学 

226,000 円 

 3,000 円  76 回（6 年 4 ヵ月）  最終月 1,000 円 

 5,000 円  46 回（3 年 10 ヵ月） 最終月 1,000 円 

私立高校に進学 

286,000 円 

 3,000 円  96 回（8 年）         最終月 1,000 円 

 4,000 円  72 回（6 年）         最終月 2,000 円 

 5,000 円  58 回（4 年 10 ヵ月） 最終月 1,000 円 

国公立大学に進学 

656,000 円 

 6,000 円 110 回（9 年 2 ヵ月）  最終月 2,000 円 

 8,000 円  82 回（6 年 10 ヵ月） 

10,000 円  66 回（5 年 6 ヵ月）  最終月 6,000 円 

私立大学に進学 

676,000 円 

 6,000 円 113 回（9 年 5 ヵ月）  最終月 4,000 円 

 8,000 円  85 回（7 年 1 ヵ月）  最終月 4,000 円 

10,000 円  68 回（5 年 8 ヵ月）  最終月 6,000 円 

※ こちらは返還額の一例です。この表とは異なる金額での返還も可能です。 

返還時期に納付書を送付しますので、金融機関（ゆうちょ銀行を除く）において 

返還していただくことになります。令和８年１月５日現在、コンビニエンススト

アでは返還できません。 

なお、正当な理由がなく返還を滞納したときは、奨学生・保護者・連帯保証人に

文書・電話または訪問による督促を行い、それでも返還のないときは、大東市奨

学貸付条例、大東市奨学貸付条例施行規則および法の定めに従い厳しい措置を行

うことがあります。 

返還を含め詳細については、下記までお問い合わせください。 

 
 
 
 
 
 
 

＜お問い合せ先＞ 

大東市教育委員会事務局 学校教育部学校管理課 

住    所 〒574-0076 大東市曙町 4 番６号 市民会館 5 階 

電 話 番 号 072-870-9642（直通） 

ホームページ（         で検索するか下記アドレスを直接入力） 

http://www.city.daito.lg.jp/kakukakaranoosirase/gakoukyoiku/gakoukanri/
1301292716657.html 

大東市 奨学金 


